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はちみつ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則 

 

規約 施行規則 

（目的） 

第１条 この公正競争規約（以下「規約」

という。）は、不当景品類及び不当表示防

止法（昭和37年法律第134号）第31条第１

項の規定に基づき、はちみつ類の取引に

ついて行う表示に関する事項を定めるこ

とにより、不当な顧客の誘引を防止し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選

択及び事業者間の公正な競争を確保する

ことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規約において「はちみつ類」

とは、はちみつ、甘露はちみつ、巣はち

みつ及び巣はちみつ入りはちみつをい

う。 

(1) この規約において「はちみつ」と

は、みつばちが植物の花みつを採集

し、巣房に貯え熟成した天然の甘味物

質であって、別表に定める性状を有

し、別表に定める組成基準に適合した

ものをいう。 

(2) この規約において「甘露はちみつ」

とは、みつばちが植物の分泌物又は同

分泌物を吸った他の昆虫の排出物を採

集し、巣房に貯え熟成した天然の甘味

物質であって、別表に定める性状を有

し、別表に定める組成基準に適合した

ものをいう。 

(3) この規約において「巣はちみつ」と

は、新しく作られて幼虫のいない巣房

にみつばちによって貯えられたはちみ

つ又は甘露はちみつで、巣全体又は一

部を封入したまま販売されるものをい
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規約 施行規則 

う。 

(4) この規約において「巣はちみつ入り

はちみつ」とは、はちみつ又は甘露は

ちみつに巣はちみつを加えたものをい

う。 

２ この規約において「事業者」とは、は

ちみつ類を製造して販売する者、輸入し

て販売する者又はこれらに準ずる者をい

う。 

 

３ この規約において「表示」とは、「不当

景品類及び不当表示防止法第２条の規定

により景品類及び表示を指定する件」（昭

和37年公正取引委員会告示第３号）第２

項に規定するものであって、はちみつ類

の表示に関する公正競争規約施行規則

（以下「施行規則」という。）に定めるも

のをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第１条 規約第２条第２項に規定する「こ

れらに準ずる者」とは、はちみつ類の製

造を他の製造業者に委託して自己の商標

又は名称を表示して販売する事業者をい

う。 

２ 規約第２条第３項に規定するはちみつ

類の表示に関する公正競争規約施行規則

に定めるものとは、次に掲げるものをい

う。 

(1) 商品、容器包装による広告その他の

表示及びこれらに添付した物による広

告その他の表示 

(2) 見本、チラシ、カタログ、POPその他

これらに類似する物による広告その他

の表示（ダイレクトメール、ファクシ

ミリ等によるものを含む。）及び口頭に

よる広告その他の表示（電話によるも

のを含む。） 

(3) ポスター、看板（プラカード及び建

物又は電車、自動車等に記載されたも

のを含む。）、ネオン・サイン、アドバ

ルーンその他これらに類似する物によ

る広告及び陳列物又は実演による広告 

(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送

（有線電気通信設備又は拡声器による

放送を含む。）、映写、演劇又は電光に

よる広告 

(5) 情報処理の用に供する機器による広

告その他の表示（インターネット、パ

ソコン通信等によるものを含む。） 
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（必要な表示事項） 

第３条 事業者は、はちみつ類の容器包装

（食品衛生法（昭和22年法律第233号）第

４条第５項に規定する容器包装をいう。

以下同じ。）に、次の各号に掲げる事項を

施行規則に定めるところにより、邦文で

外部から見やすい場所に明瞭に表示しな

ければならない。 

ただし、表示可能面積がおおむね30平

方センチメートル以下のものにあって

は、食品表示基準（平成27年内閣府令第

10号）で省略できる場合に限り、第２

号、第７号、第９号及び第10号の事項の

表示を省略することができる。 

(1) 名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原材料名 

 

 

 

 

 

 

 

 

（必要な表示事項） 

第２条 規約第３条に規定する必要表示事

項は、次の各号に掲げる基準により表示

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 名称 

名称を次に定めるところにより表示

すること。 

ア 「名称」の文字の次に、はちみつ

にあっては「はちみつ」、甘露はちみ

つにあっては「甘露はちみつ」、巣は

ちみつにあっては「巣はちみつ」、は

ちみつに巣はちみつを加えたものに

あっては、「巣はちみつ入りはちみ

つ」と表示すること。 

イ アの規定にかかわらず、「名称」の

文字に代えて「品名」と表示するこ

とができる。 

(2) 原材料名 

原材料名を次に定めるところにより

表示すること。 

ア 「原材料名」の文字の次に使用し

た原材料を原材料に占める重量の割

合の高いものから順に、規約第２条

第１項で定めるはちみつ類の名称又

は採蜜源の花名を付す場合にあって

はその名称の前に花名を「○○」と
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(3) 原料原産地名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載した「○○はちみつ」等の一般

的な名称をもって表示すること。 

イ 原材料として規約第４条第１項第

２号に定める条件を満たした有機は

ちみつを使用した場合にあっては、

有機はちみつを使用している旨を

「有機はちみつ」、「はちみつ（有機

はちみつ）」等と表示することができ

る。 

また、採蜜源の花名を付す場合に

あっては、花名を「〇〇」と記載し

た「有機〇〇はちみつ」、「〇〇（有

機はちみつ）」等と表示することがで

きる。 

(3) 原料原産地名 

はちみつ類は、次に定めるところに

より採蜜国を表示すること。 

ア 原材料名欄の「はちみつ」、「甘露

はちみつ」、「巣はちみつ」若しくは

「巣はちみつ入りはちみつ」の文字

の次に括弧を付して、又は原料原産

地名欄において括弧を付して表示し

た原材料名の前に、国内で採蜜され

たはちみつにあっては「国産」と表

示し、外国で採蜜されたはちみつに

あっては、「○○産」又は「○○」と

表示し「○○」には採蜜国名を表示

すること。採蜜国が複数にわたる場

合は原材料に占める重量の割合の高

いものから順に表示すること。この

場合において、はちみつの採蜜国が

３か国以上にわたるときは、２番目

までの採蜜国を表示した上、「その

他」と表示することにより、３番目

以降の採蜜国の表示を省略すること

ができる。 
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イ 同一の採蜜国のはちみつの採蜜源

の花名が複数にわたり、原材料名欄

に採蜜国を表示する場合において

は、次のいずれかの方法により表示

することができる。 

(ｱ) 原材料名欄に表示した原材料名

の文字の次に括弧を付して採蜜源

の花名のみを重量の割合の高いも

のから順に表示し、その次に括弧

を付して採蜜国名を表示するこ

と。 

(ｲ) 原材料名欄に表示した原材料名

の文字の次に括弧を付して採蜜国

名のみを表示し、その次に括弧を

付して採蜜源の花名を重量の割合

の高いものから順に表示するこ

と。 

ウ 同一の採蜜国のはちみつの採蜜源

の花名が複数にわたり、原料原産地

名欄に採蜜国を表示する場合におい

ては、次のいずれかの方法により表

示することができる。 

(ｱ) 原材料名欄に表示した原材料名

の文字の次に括弧を付して採蜜源

の花名のみを重量の割合の高いも

のから順に表示し、かつ原料原産

地名欄に表示した採蜜国名の文字

の次に括弧を付して原材料名を表

示し、その次に括弧を付して採蜜

源の花名のみを重量の割合の高い

ものから順に表示すること。 

(ｲ) 原材料名欄に表示した原材料名

の文字の次に括弧を付して採蜜源

の花名のみを重量の割合の高いも

のから順に表示し、かつ原料原産

地名欄に表示した採蜜国名の文字
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(4) 内容量 

 

 

 

(5) 賞味期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の次に括弧を付して採蜜源の花名

を付して「○○はちみつ」と重量

の割合の高い順に表示すること。 

エ  国産品の場合は、食品表示基準に

基づき国産に代えて採蜜地が属する

都道府県名その他一般に知られてい

る地名を表示することができる。 

  (4) 内容量 

「内容量」の文字の次に、グラム又

はキログラムの単位で単位を明記して

表示すること。 

(5) 賞味期限 

賞味期限とは、Hydroxymethylfurfur

alの値にかかわらず、容器包装の開か

れていない製品が表示された保存方法

に従って保存された場合に、その製品

として期待される全ての品質特性を十

分保持し得ると認められる期限をいう

。 

ア 賞味期限は、「賞味期限」の文字の

次に、次の例により年月で表示する

こと。 

(ｱ) 令和10年10月 

(ｲ) 10．10 

(ｳ) 2028．10 

(ｴ) 28．10 

イ アの規定にかかわらず、「賞味期

限」の文字の次に、次の例により賞

味期限を年月に代えて年月日で表示

することができる。(ｲ)又は(ｴ)の場

合であって、「．」を印字することが

困難であるときは、「．」を省略する

ことができる。この場合において、

年、月又は日が１桁の場合は、10の

位は「０」と表示すること。 

(ｱ) 令和10年10月10日 
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(6) 保存の方法 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 原産国名 

 

 

 

(8) 食品関連事業者（食品表示法第２条

第３項第１号に規定する食品関連事業

者をいう。以下同じ。）の氏名又は名称

及び住所 

 

 

 

(9) 製造所又は加工所の所在地及び製造

者又は加工者の氏名又は名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 10．10．10 

(ｳ) 2028．10．10 

(ｴ) 28．10．10 

(6) 保存の方法 

製品の特性に従って、「保存方法」の

文字の次に、「直射日光を避け、常温で

保存すること」等と表示すること。た

だし、常温で保存すること以外にその

保存方法に関し留意すべき事項がない

ものにあっては、常温で保存する旨を

省略することができる。 

(7) 原産国名 

製品輸入にあっては、「原産国名」の

文字の次に、原産国名を表示するこ

と。 

(8) 食品関連事業者の氏名又は名称及び

住所 

 表示内容に責任を有する事業者とし

て、「製造者」、「加工者」、「輸入者」又

は「販売者」の文字の次に、氏名（法

人の場合にあっては、その名称。）及び

住所を表示すること。 

(9) 製造所又は加工所の所在地及び製造

者又は加工者の氏名又は名称 

   製造所又は加工所の所在地及び製造

者又は加工者の氏名又は名称は、次に

掲げる基準により表示すること。 

  ア 製造所又は加工所の所在地（輸入

品にあっては、輸入業者の営業所の

所在地）及び製造者又は加工者の氏

名又は名称（輸入品にあっては、輸

入業者の氏名又は名称）を食品表示

基準に基づき表示すること。 

イ アの規定にかかわらず、食品関連

事業者の住所又は氏名若しくは名称

が、製造所若しくは加工所の所在地
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（輸入品にあっては、輸入業者の営

業所の所在地）又は製造者若しくは

加工者の氏名又は名称（輸入品にあ

っては、輸入業者の氏名又は名称）

と同一である場合は、製造所若しく

は加工所の所在地又は製造者若しく

は加工者の氏名若しくは名称を省略

することができる。 

ウ アの規定にかかわらず、同一製品

を２以上の製造所で製造している場

合にあっては、製造者の住所及び氏

名又は名称並びに製造者が消費者庁

長官に届け出た製造所固有の記号

（アラビア数字、ローマ字、平仮名

若しくは片仮名又はこれらの組合せ

によるものに限る。以下この号にお

いて同じ。）又は販売者の住所、氏名

又は名称並びに製造者及び販売者が

連名で消費者庁長官に届け出た製造

者の製造所固有の記号（以下「製造

所固有記号」という。）の表示をもっ

て製造所の所在地及び製造者の氏名

又は名称の表示に代えることができ

る。この場合においては、次に掲げ

るいずれかの事項を表示しなければ

ならない。 

(ｱ) 製造所の所在地又は製造者の氏

名若しくは名称の情報の提供を求

められたときに回答する者の連絡

先 

(ｲ) 製造所固有記号が表す製造所の

所在地及び製造者の氏名又は名称

を表示したウェブサイトのアドレ

ス（２次元コードその他のこれに

代わるものを含む。） 

(ｳ) 当該製品を製造している全ての
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(10) 栄養成分の量及び熱量 

 

 

２ 使用上の注意に関する表示は、施行規

則に定めるところにより表示しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造所の所在地又は製造者の氏名

若しくは名称及び製造所固有記号 

(10) 栄養成分の量及び熱量 

栄養成分の量及び熱量については、

食品表示基準に基づき表示すること。 

２ 規約第３条第２項に規定する使用上の

注意に関する表示については、乳児ボツ

リヌス症の発生を防止するため、はちみ

つ類の容器包装に「１歳未満の乳児には

与えないで下さい。」又は「１歳未満の

乳児には食べさせないで下さい。」の文

言を明瞭に記載すること。また、加熱処

理すれば安全と誤解される表示をしない

こと。 

３ 前二項に定めるもののほか、食品表示

基準によりはちみつ類の容器包装に表示

が必要な事項については、同基準に基づ

き表示すること。 

４  前三項に規定する必要表示事項は、次

の基準に基づき表示する。 

(1) 邦文をもって、はちみつ類を一般に

購入し、又は使用する者が読みやす

く、理解しやすいような用語により行

うこと。 

(2) 名称、原材料名、原料原産地名、内

容量、賞味期限、保存の方法、原産国

名及び食品関連事業者の表示は別記様

式１により一括して行うこと。 

(3) 栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水

化物及びナトリウム（食塩相当量に換

算したもの））の量及び熱量の表示は、

別記様式２（たんぱく質、脂質、炭水

化物及び食塩相当量に換算したナトリ

ウム以外の栄養成分もこれと併せて表

示する場合にあっては、別記様式３）

により行うこと。ただし、別記様式１
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から別記様式３までにより表示される

事項が別記様式と同等程度に分かりや

すく一括して表示される場合は、この

限りでない。 

(4) 別記様式１、別記様式２及び別記様

式３は、縦書きとすることができる。 

(5) 名称は、別記様式１による一括表示

の枠内ではなく、商品の主要面に表示

することができる。この場合におい

て、内容量についても同様式１の一括

表示の枠内ではなく、名称と同じ面に

表示することができ、また、同様式１

中の「名称」又は「内容量」の欄を省

略することができる。 

(6) 原材料が１種類の場合には、別記様

式１中の「原材料名」の欄を省略する

ことができる。また、原材料の採蜜国

を原材料名欄に表示している場合に

は、「原料原産地名」の欄を省略するこ

とができる。 

(7) 原材料が１種類の製品輸入であっ

て、原材料のはちみつの採蜜国が原産

国と同一である場合には、別記様式１

中の「原材料名」及び「原料原産地

名」の欄を省略することができる。 

(8) 賞味期限を別記様式１に従い一括し

て表示することが困難な場合には、同

様式１中の「賞味期限」の欄に表示箇

所を表示すれば、他の箇所に表示する

ことができる。 

(9) 製品輸入以外の場合にあっては、別

記様式１中の「原産国」の欄を省略す

ること。 

(10) 表示に用いる文字及び枠の色は、背

景の色と対照的な色とすること。 

(11) 表示に用いる文字の大きさは、次項
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（特定事項の表示基準） 

第４条 事業者は、はちみつ類の商品名等

に、次の各号に掲げる事項を表示する場

合には、それぞれ当該各号に定める基準

に従い表示しなければならない。 

(1) 純粋等 

「純粋」、｢天然｣、｢生｣、｢完熟｣、｢

ピュア｣、｢ナチュラル｣、｢Pure｣、｢

Natural｣その他これらと類似の意味内

容を表す文言を表示する場合には、｢純

第２号に規定する場合を除き、８ポイ

ント（ここでいうポイントとは、日本

産業規格Ｚ8305（1962）に規定するも

のをいう。以下この施行規則において

同じ。）の活字以上の大きさの統一のと

れた活字により表示しなければならな

い。ただし、表示可能面積がおおむね

150平方センチメートル以下のものにあ

っては、5.5ポイント以上の大きさの活

字とすることができる。 

５ 巣はちみつ入りはちみつにあっては、

前四項に掲げる事項のほか、次に掲げる

事項を容器包装に表示しなければならな

い。 

(1) 第１項第２号に規定する原材料名の

「巣はちみつ」の文字の次に括弧を付

して、製品に占める巣はちみつの重量

の割合を重量百分比で表示すること。 

(2) 前項に規定する一括して行う表示と

は別に、商品名を表す文字の表示され

ている箇所の直上又は直下に当該商品

名を表示する文字の２分の１の大きさ

の活字又は10ポイントの活字のいずれ

か大きい活字によって「巣はちみつ入

り」と表示すること。 

 

（特定事項の表示基準） 

第３条 規約第４条第１項第１号に規定す

る｢純粋｣又は｢Pure｣の文言は、はちみつ

類以外に表示してはならない。 
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規約 施行規則 

粋｣又は｢Pure｣という文言に統一して行

わなければならない。 

(2) 有機 

「有機」、「オーガニック」その他こ

れらと類似の意味内容を表す文言を表

示する場合には、有機農産物及び有機

農産物加工食品について日本の有機認

証制度と同等性が認められた外国の公

的な認証制度において有機性が認めら

れたはちみつ類の製品輸入であって、

当該認証制度のマークが商品に表示さ

れていなければならない。 

また、上記の有機性が認められたは

ちみつ類をバルクで輸入して国内で製

品化する場合には、国内の加工の全段

階を通じて、有機食品の信頼性が保た

れていなければならない。 

(3) 国産 

「国産」という文言を表示する場合

には、前条第１項の規定により同項第

３号に掲げる原料原産地名として他の

採蜜国と併せて表示する場合を除き、

その原料蜜の全てが国内で採蜜された

ものでなければならない。 

(4) 採蜜源の花名 

採蜜源の花名を表示する場合には、

当該はちみつの全て又は大部分を当該

花から採蜜し、その花の特徴を有する

ものであって、かつ、採蜜国名を表示

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 規約第４条第１項第２号に規定する日

本の有機認証制度と同等性が認められた

外国の公的な認証制度とは、「日本農林

規格等に関する法律」（昭和25年５月11

日法律第175号）第12条第２項の「外国

（当該農林物資について日本農林規格に

よる格付の制度と同等の水準にあると認

められる格付の制度を有している国とし

て農林水産省令で定めるものに限る。）」

が有している有機認証制度をいい、同制

度で有機性が認められた商品以外のもの

に「有機」、「オーガニック」その他これ

らと類似の意味内容を表す文言を表示し

てはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 規約第４条第１項第４号に規定する採

蜜源の花名について、一種類の花名又は

複数の花名を組み合わせて表示する場合

は、当該はちみつに、表示している蜜源

と異なるはちみつを混合してはならな

い。 

また、採蜜源の花名を表示しない製品

について当該製品が特定の花から採蜜し

たはちみつであると誤認されるおそれが

ある花の絵等の表示をしてはならない。 

４ 前項の複数の採蜜源の花名を組み合わ

せて「○○はちみつと○○はちみつのブ
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規約 施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、施行規則で定める外国政府の

採蜜源の花名に関する基準により定めら

れた採蜜源の花名を表示する場合にあっ

ては、施行規則に定める表示方法に従っ

てこれを表示することができる。 

 

２ 事業者は、前項に規定する事項のほ

か、はちみつ類の容器包装に特定の原材

料を商品名として表示する等、当該原材

料を使用している旨を強調して表示する

場合は、施行規則に定めるところにより

表示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンド」等と商品名に表示する場合は、

原材料に占める重量の割合の高いものか

ら順に表示することとし、また、その一

種類の採蜜源の含有量が重量百分比で

５％以上でなければならない。 

  また、複数の採蜜源の花名ごとに重量

の割合を別記様式１中の「原材料名」の

欄に表示することができる。 

５ 規約第４条第１項第４号ただし書に規定

する施行規則で定める外国政府の採蜜源の

花名に関する基準とは、ニュージーランド

第一次産業省が2017年12月12日に公表した

「マヌカハニーの科学に基づいた定義及び

新規輸出要件」をいう。 

６ 製品輸入した商品又はバルクで輸入して

国内で製品化した商品の容器包装に前項の

基準により定められた採蜜源の花名を表示

する場合にあっては、次の表示方法に従わ

なければならない。 

(1) 前項の基準により「モノフローラルマ

ヌカハニー」と認められた場合は、容器

包装の正面に同名称、マヌカハニー若し

くは類似の文言を表示し、又は規約第３

条第１項第２号に定める原材料名欄にマ

ヌカハニー若しくは類似の文言を表示す

る。 

(2) 前項の基準により「マルチフローラル

マヌカハニー」と認められた場合は、マ

ヌカハニーの成分値が一定以上含まれる

百花蜜である旨の説明文を容器包装又は

店頭の一般消費者が見やすい箇所に表示

することを条件に、容器包装の正面に前

項の基準により認められた名称を表示す

る。この場合において、規約第３条第１

項第２号に定める原材料名欄にはちみつ

と表示するものとし、マヌカが全て若し
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（会員証紙） 

第５条 一般社団法人全国はちみつ公正取

引協議会（以下｢公正取引協議会｣とい

う。）は、規約に従い適正な表示をしてい

る構成事業者に対し、その販売に係るは

ちみつ類の容器包装に「会員証紙」を使

用させることができる。 

２ 「会員証紙」は、施行規則に定めると

ころにより表示しなければならない。 

 

 

 

くは大部分の蜜源と誤認させる表示又は

マヌカハニーをブレンドした旨の表示を

してはならない。 

７ 特色のある採蜜源の花名を「○○はち

みつ入り」等と商品名に強調して表示す

る場合は、その重量割合を強調表示に近

接した場所又は別記様式１による一括表

示枠内の当該特色のある原材料の次に括

弧を付して表示しなければならない。 

８ はちみつ類に「特選」、「高級」、

「デラックス」その他これらに類似する

意味内容の文言を用いて表示しようとす

るときは、公正取引協議会の承認を受け

なければならない。 

 

（台帳の整備） 

第４条 事業者は、原料はちみつ等使用台

帳の整備を行うこととし、製造ロットご

とに原料はちみつの使用量と製品の製造

数量を明確にしなければならない。ただ

し、現に同様の台帳等がある場合は、そ

れをもって台帳の整備に代えることがで

きる。 

 

 （会員証紙） 

第５条 規約第５条に規定する「会員証

紙」は、次のいずれかの方法により容器

包装に使用できるものとする。 

(1) 印刷 

(2) シールの貼付 

 

２ 「会員証紙」の表示は次の図柄をもっ

て行う。 
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規約 施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規則で定める必要表示事項等） 

第６条 公正取引協議会は、第１条の目的

を達成するため特に必要があると認める

場合には、前三条に規定する事項のほ

か、これらの事項に関連する特定の表示

事項又は表示の基準を規則により定める

ことができる。 

 

（不当表示の禁止） 

第７条 事業者は、はちみつ類の取引に関

し、次の各号に掲げる表示をしてはなら

ない。 

(1) 第２条に規定するはちみつ、甘露は

ちみつ、巣はちみつ又は巣はちみつ入

りはちみつの定義に合致しない内容の

製品について、それぞれ定義に合致す

る製品であるかのような表示 

(2) 第４条第２項に規定する特定の原材

料を使用している旨を強調して表示す

る場合の施行規則に定める表示基準に

合致しない内容の製品について、当該

基準を満たすかのように誤認されるお

それがある表示 

(3) 客観的な根拠に基づかないで｢特

選｣、｢高級｣、｢デラックス｣その他これ

らと類似の意味内容を表す文言を用い

ることにより、当該製品の品質が特に

 

３ 「会員証紙」の使用の承認及び使用方

法については、前二項に掲げるもののほ

か、公正取引協議会が別に定める会員証

紙の使用基準によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（不当表示の禁止） 

第６条 規約第７条各号の規定による不当

表示に当たるものを例示すると、次のと

おりである。 

(1) 公正取引協議会の承認を受けずに行

う「特選」、「高級」、「デラック

ス」その他これらに類似する意味内容

の文言を用いた表示 

 

(2) 特定の成分又は原材料が多いこと又

は少ないことを強調することにより、

品質が優れているかのように誤認され

るおそれがある表示 
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規約 施行規則 

優良であるかのように誤認されるおそ

れがある表示 

(4) 賞を受けた事実又は推奨を受けた事

実がないにもかかわらず、受賞又は推

奨を受けたと誤認されるおそれのある

表示 

(5) 自己の取り扱う他の製品又は自己の

行う他の事業について受けた賞又は推

奨が当該製品について受けたものであ

るかのように誤認されるおそれがある

表示 

(6) 品質、原料、原産地、採蜜源その他

製品の内容又は取引条件について、実

際のものよりも著しく優良又は有利で

あると一般消費者に誤認されるような

表示 

(7) 他の事業者又はその製品を中傷し、

誹謗するような表示 

(8) 前各号に掲げるもののほか、自己の

製造又は販売に係るはちみつ類の内容

又は取引条件について、実際のもの又

は自己と競争関係にある他の事業者に

係るものよりも著しく優良又は有利で

あるかのように誤認されるおそれがあ

る表示 

 

（公正取引協議会の設置） 

第８条 この規約を適正に施行するため、

公正取引協議会を設置する。 

２ 公正取引協議会は、この規約に参加す

る事業者をもって構成する。 

 

（公正取引協議会の事業） 

第９条 公正取引協議会は、次の事業を行

う。 

(1) 不当景品類及び不当表示防止法及び
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公正取引に関する法令の普及並びに違

反の防止に関すること。 

(2) 証紙の交付に関すること。 

(3) 規約の内容についての周知徹底に関

すること。 

(4) 規約についての相談及び指導に関す

ること。 

(5) 規約の規定に違反する疑いがある事

実の調査に関すること。 

(6) 規約の規定に違反する者に対する措

置に関すること。 

(7) 関係官庁との連絡及び施策の協力に

関すること。 

(8) その他公正取引協議会の目的を達成

するために必要と認められること。 

 

（違反に対する調査） 

第10条 公正取引協議会は、第３条から第

７条までの規定に違反する事実があると

思われるときは、関係者を招致し、事情

を聴取し、関係者に必要な事項を照会

し、参考人から意見を求め、その他その

事実について必要な調査を行う。 

２ 事業者は、前項の規定による公正取引

協議会の調査に協力しなければならな

い。 

３ 公正取引協議会は、第１項の規定に基

づく調査に協力しない事業者に対し、当

該調査に協力すべき旨を文書をもって警

告し、これに従わないときは、10万円以

下の違約金を課し、又は除名処分をする

ことができる。 

 

（違反に対する措置） 

第11条 公正取引協議会は、第３条から第

７条までの規定に違反する行為があると
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認めるときは、当該違反行為を行った事

業者に対し、当該違反行為を排除するた

めに必要な措置を採るべき旨及び当該違

反行為又はこれに類似する違反行為を再

び行ってはならない旨を文書をもって警

告することができる。 

２ 公正取引協議会は、前項の警告を受け

た事業者が当該警告に従っていないと認

めるときは、当該事業者に対し、50万円

以下の違約金を課し、除名処分をし、又

は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよ

う求めることができる。 

３ 公正取引協議会は、前条第３項又は前

二項の規定により警告をし、違約金を課

し、又は除名処分をしたときは、その旨

を遅滞なく、文書をもって消費者庁長官

に報告するものとする。 

 

（施行規則） 

第12条 公正取引協議会は、この規約の実

施に関する規則を定めることができる。 

２ 前項の規則を設定し、又は変更すると

きは、事前に公正取引委員会及び消費者

庁長官の承認を受けるものとする。 

 

〔別表〕 

（はちみつの性状） 

はちみつは、淡黄色ないし暗褐色のシ

ロップ状の液で、特有の香味があり、結

晶を生ずることがある（採蜜源となる花

等の種類又は保存条件によって結晶の遅

速が甚しく異なる。）ものである。 

 

（はちみつの組成基準） 

水分 20％以下 

ただし、第４条第１項第３号に規定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組成基準の試験法） 

第７条 規約別表のはちみつの組成基準の

試験法は、次の各号に定めるところによ
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る国産はちみつにあっては22％以下とす

る。 

 

果糖及びぶどう糖含有量（両者の合計） 

60ｇ／100ｇ以上 

  ただし、甘露はちみつ又は甘露はちみ

つとはちみつとの混合物の場合にあって

は、45ｇ／100ｇ以上とする。 

 

しょ糖 ５ｇ／100ｇ以下 

ただし、次に掲げる採蜜源のはちみつ

にあっては、それぞれ定める基準による

ものとする（以下の括弧内は学術名であ

る。）。                         

(a) アルファルファ（ムラサキウマゴヤ

シ）、柑橘類、ニセアカシア（ハリエン

ジュ属ニセアカシア）、フレンチハニー

サックル（すいかずら）、ヤマモガシ、

レッドガム（ユーカリ・カマルドレン

シス）、レザーウッド（ユークリフィア

・リキダ）、エウクリフィア科ミリガニ 

10ｇ／100ｇ以下 

(b) ラベンダー（ラベンダー類）、ボリジ

（むらさき科ボラゴ属） 

15ｇ／100ｇ以下 

 

 電気伝導度 0.8mS／cm以下 

ただし、甘露はちみつ又は甘露はちみ

つとはちみつとの混合物の場合にあって

は、0.8mS／cm以上とし、次に掲げる採蜜

源のはちみつは電気伝導度の組成基準の

適用除外とする。 

＜適用除外対象＞ 

ストロベリーツリー（イチゴノキ）、ベ

ルヒース（エリカ）、ユーカリ、菩提樹

（シナノキ）、リングヘザー（カルー

るものとする。 

(1) 水分 屈折率法による。 

   （AOAC969.38B） 

(2) 果糖及びぶどう糖含有量（両者の合

計）  HPLC（高速液体クロマトグラフ

法）による。 

（Apidologie- Extra Issue28、1997、

Chapter 1.7.2） 

 

(3) しょ糖 HPLC（高速液体クロマトグ

ラフ法）による。 

（Apidologie- Extra Issue28、1997、

Chapter 1.7.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 電気伝導度 電気伝導率による。 

（Apidologie- Extra Issue28、1997、

Chapter 1.2） 
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ナ） 、マヌカ、ティーツリー（メラレウ

カ）、クリ 

 

 Hydroxymethylfurfural 5.9mg／100ｇ以下 

ただし、熱帯地域（南回帰線と北回帰

線に挟まれた地域）若しくは熱帯地域と

似た気候の地域を原料原産地とするはち

みつ又はこれらのブレンドの場合は、

8.0mg/100g以下とする。 

 

 遊離酸度 100ｇにつき１Ｎアルカリ５ml

以下 

  

 でん粉デキストリン 陰性反応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Hydroxymethylfurfural 

（AOAC980.23） 

 

 

 

 

 

(6) 遊離酸度 

（J.Assoc.Public Analysts（1992）28

（4）171-175） 

(7) でん粉デキストリン 

日本薬局方の試験法によることと

し、必要に応じヨード反応を併用す

る。 

 

（別記様式１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この様式中「名称」とあるのは、これ

に代えて、「品名」と表示することができ

る。 

２  食品関連事業者が、加工業者、輸入業

者又は販売業者である場合にあっては、

この様式中「製造者」とあるのは、それ

ぞれ「加工者」、「輸入者」又は「販売

名称 

原材料名 

原料原産地名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

原産国名 

製造者 
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規約 施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者」とする。 

 

（別記様式２） 

 

 

  

 

 

 

 

備考 

１ 「日本食品標準成分表」の数値を参照

して表示する場合には、改訂時期を示す

「○○年」又は「○訂」を併せて表示す

る。 

２ 食品単位は、100ｇ、100ml、１食分、

その他の１単位のいずれかを表示する。

この場合において、１食分である場合

は、１食分の量を併記して表示する。 

３ この様式中の栄養成分及び熱量の順を

変更してはならない。 

４ 栄養成分の量及び熱量であって一定の

値を０とするものについては、当該栄養

成分又は熱量である旨の文字を一括して

表示することができる。 

５ この様式中「熱量」とあるのは、これ

に代えて、「エネルギー」と表示するこ

とができる。 

６ この様式の枠を表示することが困難な

場合には、枠を省略することができる。 

 

（別記様式３） 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量 

たんぱく質 

kcal 

g 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量            kcal                   

たんぱく質          g 

脂質                  g 

炭水化物                    g 

食塩相当量                  g 
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規約 施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脂質 

－飽和脂肪酸 

－ｎ－３系脂肪酸 

－ｎ－６系脂肪酸 

コレステロール 

炭水化物 

－糖質 

－糖類 

－食物繊維 

食塩相当量 

g 

g 

g 

g 

mg 

g 

g 

g 

g 

g 

たんぱく質、脂質、飽和脂肪

酸、ｎ－３系脂肪酸、ｎ－６系

脂肪酸、コレステロール、炭水

化物、糖質、糖類、食物繊維及

びナトリウム以外の栄養成分 

mg 

備考 

１ 「日本食品標準成分表」の数値を参照

して表示する場合には、改訂時期を示す

「○○年」又は「○訂」を併せて表示す

る。 

２ 食品単位は、100ｇ、100ml、１食分、

その他の1単位のいずれかを表示する。こ

の場合において、１食分である場合は、

１食分の量を併記して表示する。  

３ この様式中の栄養成分及び熱量の順を

変更してはならない。 

４ 栄養成分の量及び熱量であって一定の

値を０とするものについては、当該栄養

成分又は熱量である旨の文字を一括して

表示することができる。 

５ この様式中「熱量」とあるのは、これ

に代えて、「エネルギー」と表示するこ

とができる。 

６ 糖質又は食物繊維の量のいずれかを表

示しようとする場合にあっては、糖質及

び食物繊維の量の両方を表示する。 
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規約 施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この規約の変更は、規約の変更につい

て公正取引委員会及び消費者庁長官の認

定の告示があった日から施行する。 

２ この規約の変更の施行の日前に事業者

が行った表示については、なお従前の例

による。 

７ ナトリウム塩を添加していない食品又

は添加物について、食塩相当量に加えて

ナトリウムを表示しようとする際は、

「食塩相当量」を「ナトリウム（食塩相

当量）」等に代えて表示する。 

８ 義務表示となっている栄養成分以外で

表示しないものについては、この様式中

当該部分を省略する。 

９ 表示の単位は、この様式中の単位にか

かわらず、食品表示基準別表第９の第１

欄の区分に応じ、同表の第２欄によって

表示する。 

10 この様式の枠を表示することが困難

な場合には、枠を省略することができる。 

 

 

附 則 

１ この規則の変更は、規約の変更につい

て公正取引委員会及び消費者庁長官の認

定の告示があった日から施行する。 

２ この規則の変更の施行の日前に事業者

が行った表示については、なお従前の例

による。 

 


